
都 民 の 健 康 と 安 全 を 確 保 す る 環 境 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 二 年 東 京 都 条 例 第 二 百 十 五 号 ） 新 旧 対 照 表 （ 抄 ）  

改 正 案  現 行  

目 次 （ 現 行 の と お り ）  目 次 （ 略 ）  

第 一 条 か ら 第 五 条 の 八 ま で （ 現 行 の と お り ）  第 一 条 か ら 第 五 条 の 八 ま で （ 略 ）  

（ 事 業 所 区 域 の 変 更 ）  （ 事 業 所 区 域 の 変 更 ）  

第 五 条 の 八 の 二 （ 現 行 の と お り ）  第 五 条 の 八 の 二 （ 略 ）  

２ （ 現 行 の と お り ）  ２ （ 略 ）  

３ 知 事 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 申 請 が あ っ た 場 合 に お い て 、 事 業 所 区

域 の 変 更 が あ っ た と 認 め た と き は 、 事 業 所 区 域 の 変 更 の 後 の 状 況 に

応 じ て 、 事 業 所 区 域 の 変 更 に 係 る 規 則 で 定 め る 事 業 所 を 新 た な 指 定

地 球 温 暖 化 対 策 事 業 所 （ 規 則 で 定 め る 場 合 に あ っ て は 、 特 定 地 球 温

暖 化 対 策 事 業 所 ） と し て 指 定 し 、 又 は 第 五 条 の 十 第 三 項 第 三 号 若 し

く は 第 四 号 の 規 定 に よ り 指 定 を 取 り 消 す も の と す る 。  

３ 知 事 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 申 請 が あ っ た 場 合 に お い て 、 事 業 所 区

域 の 変 更 が あ っ た と 認 め た と き は 、 事 業 所 区 域 の 変 更 の 後 の 状 況 に

応 じ て 、 事 業 所 区 域 の 変 更 に 係 る 規 則 で 定 め る 事 業 所 を 新 た な 指 定

地 球 温 暖 化 対 策 事 業 所 （ 規 則 で 定 め る 場 合 に あ っ て は 、 特 定 地 球 温

暖 化 対 策 事 業 所 ） と し て 指 定 し 、 又 は 第 五 条 の 十 第 二 項 第 三 号 若 し

く は 第 四 号 の 規 定 に よ り 指 定 を 取 り 消 す も の と す る 。  

４ （ 現 行 の と お り ）  ４ （ 略 ）  

第 五 条 の 九 （ 現 行 の と お り ）  第 五 条 の 九 （ 略 ）  

（ 指 定 の 取 消 し ）  （ 指 定 の 取 消 し ）  

第 五 条 の 十 （ 現 行 の と お り ）  第 五 条 の 十 （ 略 ）  

２ 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 同 項 第 二 号 又 は 第 三 号 の 規 定 に 基 づ く

届 出 を 行 っ た 後 、 再 度 当 該 各 号 に 該 当 す る こ と と な っ た 指 定 地 球 温

暖 化 対 策 事 業 者 に あ っ て は 、 当 該 各 号 の 規 定 に 基 づ く 届 出 を 行 う こ

と を 要 し な い 。  

 

３ （ 現 行 の と お り ）  ２ （ 略 ）  



一  指 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 所 （ 特 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 所 を 除

く 。 ） が 第 一 項 各 号 に 該 当 す る と 認 め た 場 合 当 該 指 定 地 球 温 暖 化

対 策 事 業 所 に 係 る 第 五 条 の 八 第 一 項 又 は 第 五 条 の 八 の 二 第 三 項 の

規 定 に よ る 指 定  

一  指 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 所 （ 特 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 所 を 除

く 。 ） が 前 項 各 号 に 該 当 す る と 認 め た 場 合 当 該 指 定 地 球 温 暖 化 対

策 事 業 所 に 係 る 第 五 条 の 八 第 一 項 又 は 第 五 条 の 八 の 二 第 三 項 の 規

定 に よ る 指 定  

二 特 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 所 が 第 一 項 各 号 に 該 当 す る と 認 め 、 か

つ 、 第 五 条 の 十 八 の 規 定 に よ る 変 更 後 の 次 条 第 一 項 の 義 務 の 履 行

を 確 認 し た 場 合 当 該 特 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 所 に 係 る 第 五 条 の

八 第 一 項 及 び 第 三 項 又 は 第 五 条 の 八 の 二 第 三 項 の 規 定 に よ る 指 定 

二 特 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 所 が 前 項 各 号 に 該 当 す る と 認 め 、 か つ 、

第 五 条 の 十 八 の 規 定 に よ る 変 更 後 の 次 条 第 一 項 の 義 務 の 履 行 を 確

認 し た 場 合 当 該 特 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 所 に 係 る 第 五 条 の 八 第

一 項 及 び 第 三 項 又 は 第 五 条 の 八 の 二 第 三 項 の 規 定 に よ る 指 定  

三 及 び 四 （ 現 行 の と お り ）  三 及 び 四 （ 略 ）  

（ 特 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 所 の 温 室 効 果 ガ ス 排 出 量 の 削 減 ）  （ 特 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 所 の 温 室 効 果 ガ ス 排 出 量 の 削 減 ）  

第 五 条 の 十 一 （ 現 行 の と お り ）  第 五 条 の 十 一 （ 略 ）  

一 当 該 特 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 所 に お い て 、 規 則 で 定 め る 期 間 に

お け る そ の 他 ガ ス 排 出 量 の 削 減 量 と し て 規 則 で 定 め る 方 法 に よ り

算 定 さ れ る 量 の う ち 規 則 で 定 め る 量 を 超 過 し た 量 に つ い て 知 事 が

認 め 、 発 行 す る 量 （ 以 下 「 そ の 他 ガ ス 削 減 量 」 と い う 。 ） に つ い て 、

義 務 充 当 が 行 わ れ た と き は 、 そ の 量  

一 特 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 者 が 、 当 該 特 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 所

に お い て 、 規 則 で 定 め る 期 間 に お け る そ の 他 ガ ス 排 出 量 の 削 減 量

と し て 規 則 で 定 め る 方 法 に よ り 算 定 す る 量 の う ち 規 則 で 定 め る 量

を 超 過 し た 量 に つ い て 知 事 が 認 め 、 発 行 す る 量 （ 以 下 「 そ の 他 ガ

ス 削 減 量 」 と い う 。 ） に つ い て 、 義 務 充 当 を 行 っ た と き は 、 そ の 量  

二 特 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 者 が 、 当 該 特 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 所

に お い て 、 規 則 で 定 め る 期 間 に お け る 次 に 掲 げ る 取 得 及 び 移 転 （ 以

下 「 振 替 」 と い う 。 ） が 可 能 な 削 減 量 （ 以 下 「 振 替 可 能 削 減 量 」 と

い う 。 ） を 取 得 し 、 当 該 振 替 可 能 削 減 量 に つ い て 義 務 充 当 が 行 わ れ

た と き は 、 次 に 掲 げ る 量 の う ち 義 務 充 当 が 行 わ れ た 量 に 、 当 該 量

の 種 類 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 規 則 で 定 め る 換 算 率 を 乗 じ て 得 た 量 を 合

算 し て 得 た 量 （ ウ 及 び カ の う ち 規 則 で 定 め る 量 の 合 計 に つ い て は 、

二 特 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 者 が 、 当 該 特 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 所

に お い て 、 規 則 で 定 め る 期 間 に お け る 次 に 掲 げ る 取 得 及 び 移 転 （ 以

下 「 振 替 」 と い う 。 ） が 可 能 な 削 減 量 （ 以 下 「 振 替 可 能 削 減 量 」 と

い う 。 ） を 取 得 し 、 当 該 振 替 可 能 削 減 量 に つ い て 義 務 充 当 を 行 っ た

と き は 、 次 に 掲 げ る 量 の う ち 義 務 充 当 を 行 っ た 量 に 、 当 該 量 の 種

類 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 規 則 で 定 め る 換 算 率 を 乗 じ て 得 た 量 を 合 算 し

て 得 た 量 （ ウ 及 び カ の う ち 規 則 で 定 め る 量 の 合 計 に つ い て は 、 規



規 則 で 定 め る 量 を 上 限 と す る 。 ）  則 で 定 め る 量 を 上 限 と す る 。 ）  

ア か ら カ ま で （ 現 行 の と お り ）  ア か ら カ ま で （ 略 ）  
三 （ 現 行 の と お り ）  三 （ 略 ）  

２ （ 現 行 の と お り ）  ２ （ 略 ）  

３ 義 務 充 当 が 行 わ れ た 振 替 可 能 削 減 量 を 削 減 義 務 の 履 行 に 充 て る こ

と 以 外 の 規 則 で 定 め る 用 途 に 利 用 し た と き は 、 当 該 義 務 充 当 は 、 そ

の 効 力 を 失 う 。  

３ 義 務 充 当 を 行 っ た 振 替 可 能 削 減 量 を 削 減 義 務 の 履 行 に 充 て る こ と

以 外 の 規 則 で 定 め る 用 途 に 利 用 し た と き は 、 当 該 義 務 充 当 は 、 そ の

効 力 を 失 う 。  

４ （ 現 行 の と お り ）  ４ （ 略 ）  

第 五 条 の 十 二 （ 現 行 の と お り ）  第 五 条 の 十 二 （ 略 ）  

（ 基 準 排 出 量 の 決 定 ）  （ 基 準 排 出 量 の 決 定 ）  

第 五 条 の 十 三 （ 現 行 の と お り ）  第 五 条 の 十 三 （ 略 ）  

２ （ 現 行 の と お り ）  ２ （ 略 ）  

３ 特 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 者 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 請 書

を 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 第 五 条 の 十 一 第 四 項 の 規 定 に よ る

検 証 の 結 果 を 添 え て 、 知 事 に 提 出 し 、 基 準 排 出 量 の 決 定 を 申 請 し な

け れ ば な ら な い 。  

３ 特 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 者 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 請 書

を 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 第 五 条 の 十 一 第 四 項 の 規 定 に よ る

検 証 の 結 果 （ 第 一 項 第 二 号 ア の 量 を 選 択 す る 場 合 は 、 第 五 条 の 十 六

第 一 項 の 規 定 に よ る 検 証 の 結 果 を 含 む 。 ） を 添 え て 、 知 事 に 提 出 し 、

基 準 排 出 量 の 決 定 を 申 請 し な け れ ば な ら な い 。  

４ 及 び ５ （ 現 行 の と お り ）  ４ 及 び ５ （ 略 ）  

第 五 条 の 十 四 （ 現 行 の と お り ）  第 五 条 の 十 四 （ 略 ）  

（ 優 良 特 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 所 に 係 る 削 減 義 務 率 ）  （ 優 良 特 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 所 に 係 る 削 減 義 務 率 ）  

第 五 条 の 十 五 特 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 者 は 、 当 該 特 定 地 球 温 暖 化 対

策 事 業 所 が 地 球 温 暖 化 の 対 策 の 推 進 の 程 度 が 特 に 優 れ た 事 業 所 と し

第 五 条 の 十 五 特 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 者 は 、 当 該 特 定 地 球 温 暖 化 対

策 事 業 所 が 地 球 温 暖 化 の 対 策 の 推 進 の 程 度 が 特 に 優 れ た 事 業 所 と し



て 知 事 が 別 に 定 め る 基 準 に 適 合 す る と き は 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に

よ り 、 次 条 の 規 定 に よ る 検 証 の 結 果 を 添 え て 、 そ の 旨 を 知 事 に 申 請

す る こ と が で き る 。  

て 知 事 が 別 に 定 め る 基 準 に 適 合 す る と き は 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に

よ り 、 次 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 検 証 の 結 果 を 添 え て 、 そ の 旨 を 知 事

に 申 請 す る こ と が で き る 。  

２ （ 現 行 の と お り ）  ２ （ 略 ）  

 （ 基 準 適 合 の 検 証 ）  

 

 

（ 基 準 適 合 の 検 証 ）  

第 五 条 の 十 六 第 五 条 の 十 三 第 一 項 第 二 号 ア の 地 球 温 暖 化 の 対 策 の 推

進 の 程 度 は 、 同 号 ア の 知 事 が 別 に 定 め る 基 準 に 適 合 す る こ と に つ い

て 、 登 録 検 証 機 関 が 行 う 検 証 を 受 け た も の で な け れ ば な ら な い 。  

第 五 条 の 十 六 前 条 第 一 項 の 地 球 温 暖 化 の 対 策 の 推 進 の 程 度 は 、 同 項

の 知 事 が 別 に 定 め る 基 準 に 適 合 す る こ と に つ い て 、 登 録 検 証 機 関 が

行 う 検 証 を 受 け た も の で な け れ ば な ら な い 。  

２ 前 条 第 一 項 の 地 球 温 暖 化 の 対 策 の 推 進 の 程 度 は 、 同 項 の 知 事 が 別

に 定 め る 基 準 に 適 合 す る こ と に つ い て 、 登 録 検 証 機 関 が 行 う 検 証 を

受 け た も の で な け れ ば な ら な い 。  

第 五 条 の 十 七 （ 現 行 の と お り ）  第 五 条 の 十 七 （ 略 ）  

（ 事 業 所 の 廃 止 等 に よ る 削 減 義 務 期 間 の 変 更 等 ）  （ 事 業 所 の 廃 止 等 に よ る 削 減 義 務 期 間 の 変 更 等 ）  

第 五 条 の 十 八 知 事 は 、 特 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 所 に つ い て 、 第 五 条

の 十 第 一 項 各 号 に 該 当 し 、 又 は 第 五 条 の 八 の 二 第 三 項 の 規 定 に よ り

事 業 所 区 域 の 変 更 が あ っ た と 認 め た と き は 、 当 該 特 定 地 球 温 暖 化 対

策 事 業 所 の 削 減 義 務 期 間 の 終 了 年 度 を 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応

じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 年 度 に 変 更 し 、 削 減 義 務 量 を 当 該 終 了 年 度 の

変 更 後 の 削 減 義 務 期 間 に 応 じ た 量 に 変 更 す る も の と す る 。  
第 五 条 の 十 八 特 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 所 に つ い て 、 第 五 条 の 十 第 一

項 各 号 に 該 当 し 、 又 は 第 五 条 の 八 の 二 第 三 項 の 規 定 に よ り 事 業 所 区

域 の 変 更 が あ っ た と 知 事 が 認 め た と き は 、 当 該 特 定 地 球 温 暖 化 対 策

事 業 所 の 削 減 義 務 期 間 の 終 了 年 度 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、

当 該 各 号 に 定 め る 年 度 に 変 更 さ れ 、 削 減 義 務 量 は 当 該 終 了 年 度 の 変

更 後 の 削 減 義 務 期 間 に 応 じ た 量 に 変 更 さ れ る も の と す る 。  

一 第 五 条 の 十 第 一 項 第 一 号 に 該 当 す る と き 。 特 定 地 球 温 暖 化 対

策 事 業 所 に お け る 事 業 活 動 が 廃 止 さ れ 、 又 は そ の 全 部 が 休 止 さ れ

た 日 の 属 す る 年 度 の 前 年 度 （ 同 号 に 該 当 す る 年 度 と 同 項 第 二 号 に

規 定 す る 事 業 活 動 の 規 模 の 縮 小 が あ っ た 年 度 （ 以 下 こ の 条 に お い

一 第 五 条 の 十 第 一 項 第 一 号 に 該 当 す る と き 。 特 定 地 球 温 暖 化 対

策 事 業 所 に お け る 事 業 活 動 が 廃 止 さ れ 、 又 は そ の 全 部 が 休 止 さ れ

た 日 の 属 す る 年 度 の 前 年 度  



て 「 規 模 縮 小 年 度 」 と い う 。 ） の 翌 年 度 又 は 同 項 第 三 号 に 規 定 す る

期 間 の 最 後 の 年 度 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 最 後 の 年 度 」 と い う 。 ）

の 翌 年 度 と が 同 一 の 年 度 と な る 場 合 に あ っ て は 、 次 号 又 は 第 三 号

に 規 定 す る と こ ろ に よ る 。 ）  

二 第 五 条 の 十 第 一 項 第 二 号 に 該 当 す る と き 。 次 に 掲 げ る 年 度 の

い ず れ か か ら 特 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 者 が 選 択 す る 年 度 （ 規 模 縮

小 年 度 の 翌 年 度 に お い て 、 当 該 特 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 所 が 同 項

第 一 号 に 該 当 す る 場 合 に あ っ て は 、 ア 又 は イ に 定 め る 年 度 の い ず

れ か か ら 当 該 特 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 者 が 選 択 す る 年 度 ）  

ア 規 模 縮 小 年 度 の 前 年 度  

イ 規 模 縮 小 年 度  

ウ 規 模 縮 小 年 度 の 属 す る 削 減 計 画 期 間 の 終 了 年 度  

二 第 五 条 の 十 第 一 項 第 二 号 に 該 当 す る と き 。 同 号 の 規 模 の 縮 小

が あ っ た 年 度 の 前 年 度  

三 第 五 条 の 十 第 一 項 第 三 号 に 該 当 す る と き 。 次 に 掲 げ る 年 度 の

い ず れ か か ら 特 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 者 が 選 択 す る 年 度 （ 最 後 の

年 度 の 翌 年 度 に お い て 、 当 該 特 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 所 が 同 項 第

一 号 に 該 当 す る 場 合 に あ っ て は 、 ア 又 は イ に 定 め る 年 度 の い ず れ

か か ら 当 該 特 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 者 が 選 択 す る 年 度 ）  

ア 最 後 の 年 度 の 前 年 度  

イ 最 後 の 年 度  

ウ 最 後 の 年 度 の 属 す る 削 減 計 画 期 間 の 終 了 年 度  
三 第 五 条 の 十 第 一 項 第 三 号 に 該 当 す る と き 。 同 号 の 期 間 の 最 後

の 年 度 の 前 年 度  

四 （ 現 行 の と お り ）  四 （ 略 ）  

２ 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 知 事 は 、 第 五 条 の 十 第 一 項 第 二 号 又 は

第 三 号 に 該 当 し た 特 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 所 に つ い て 、 当 該 特 定 地

 



球 温 暖 化 対 策 事 業 所 に 係 る 特 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 者 に よ り 前 項 第

二 号 又 は 第 三 号 の 規 定 に よ る 選 択 が な さ れ な か っ た 場 合 は 、 当 該 特

定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 所 の 削 減 義 務 期 間 の 終 了 年 度 を 、 同 項 第 二 号

ア 又 は 第 三 号 ア に 定 め る 年 度 に 変 更 す る も の と す る 。  

第 五 条 の 十 九 及 び 第 五 条 の 二 十 （ 現 行 の と お り ）  第 五 条 の 十 九 及 び 第 五 条 の 二 十 （ 略 ）  

（ 管 理 口 座 の 開 設 ）   

第 五 条 の 二 十 一 知 事 は 、 第 五 条 の 八 第 一 項 又 は 第 五 条 の 八 の 二 第 三

項 の 規 定 に よ る 指 定 を 行 う 際 に 、 当 該 指 定 に 係 る 事 業 所 の 指 定 管 理

口 座 を 開 設 し 、 そ の 旨 及 び 当 該 指 定 管 理 口 座 に お い て 振 替 可 能 削 減

量 等 の 管 理 を 行 う た め に 必 要 な 事 項 を 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、

当 該 事 業 所 の 所 有 事 業 者 等 に 通 知 す る も の と す る 。  

 

２ 知 事 は 、 第 五 条 の 九 第 二 項 の 規 定 に よ る 届 出 が あ っ た 場 合 は 、 当

該 届 出 に よ る 変 更 の 後 の 指 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 者 に 係 る 指 定 管 理

口 座 に お い て 振 替 可 能 削 減 量 等 の 管 理 を 行 う た め に 必 要 な 事 項 を 、

規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 当 該 変 更 の 後 の 指 定 地 球 温 暖 化 対 策 事

業 者 に 通 知 す る も の と す る 。 

 

 

 

 

（ 管 理 口 座 の 開 設 ）  

３  一 般 管 理 口 座 に よ り 振 替 可 能 削 減 量 等 の 管 理 を 行 お う と す る 者

は 、 知 事 に よ る 一 般 管 理 口 座 の 開 設 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

第 五 条 の 二 十 一 指 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 者 及 び 一 般 管 理 口 座 に よ り

振 替 可 能 削 減 量 等 の 管 理 を 行 お う と す る 者 は 、 知 事 に よ る 管 理 口 座

の 開 設 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

４ 一 般 管 理 口 座 は 、 規 則 で 定 め る 者 に 限 り 開 設 を 受 け る こ と が で き

る も の と す る 。  

２ 一 般 管 理 口 座 は 、 規 則 で 定 め る 者 に 限 り 開 設 を 受 け る こ と が で き

る も の と す る 。  

５ 一 般 管 理 口 座 の 開 設 を 受 け よ う と す る 者 は 、 一 般 管 理 口 座 の 開 設

に つ い て 、 そ の 氏 名 及 び 住 所 （ 法 人 に あ っ て は 、 名 称 、 代 表 者 の 氏

３ 指 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 者 及 び 一 般 管 理 口 座 の 開 設 を 受 け よ う と

す る 者 は 、 管 理 口 座 の 開 設 に つ い て 、 そ の 氏 名 及 び 住 所 （ 法 人 に あ っ



名 及 び 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 ） そ の 他 規 則 で 定 め る 事 項 を 記 載 し た

申 請 書 を 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 知 事 に 提 出 し な け れ ば な ら

な い 。  

て は 、 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 及 び 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 ） そ の 他 規 則

で 定 め る 事 項 を 記 載 し た 申 請 書 を 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 知

事 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

６ 知 事 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 申 請 が あ っ た 場 合 に は 、 当 該 申 請 書 又

は そ の 添 付 書 類 の う ち に 重 要 な 事 実 の 記 載 が 欠 け て い る と き を 除

き 、 遅 滞 な く 、 一 般 管 理 口 座 を 開 設 し な け れ ば な ら な い 。  

４ 知 事 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 申 請 が あ っ た 場 合 に は 、 当 該 申 請 書 又

は そ の 添 付 書 類 の う ち に 重 要 な 事 実 の 記 載 が 欠 け て い る と き を 除

き 、 遅 滞 な く 、 管 理 口 座 を 開 設 し な け れ ば な ら な い 。  

７ 知 事 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 一 般 管 理 口 座 を 開 設 し た と き は 、 遅 滞

な く 、 当 該 一 般 管 理 口 座 に お い て 振 替 可 能 削 減 量 等 の 管 理 を 行 う た

め に 必 要 な 事 項 を 当 該 一 般 管 理 口 座 の 開 設 を 受 け た 者 に 通 知 し な け

れ ば な ら な い 。  

５ 知 事 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 管 理 口 座 を 開 設 し た と き は 、 遅 滞 な く 、

当 該 管 理 口 座 に お い て 振 替 可 能 削 減 量 等 の 管 理 を 行 う た め に 必 要 な

事 項 を 当 該 管 理 口 座 の 開 設 を 受 け た 者 （ 以 下 「 口 座 名 義 人 」 と い う 。 ）

に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。  

８ 管 理 口 座 の 開 設 を 受 け た 者 （ 以 下 「 口 座 名 義 人 」 と い う 。 ） は 、 そ

の 氏 名 又 は 住 所 （ 法 人 に あ っ て は 、 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 又 は 主 た る

事 務 所 の 所 在 地 ） そ の 他 規 則 で 定 め る 事 項 に 変 更 が あ っ た と き は 、

規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 そ の 旨 を 知 事 に 届 け 出 な け れ ば な ら な

い 。 た だ し 、 第 五 条 の 九 第 一 項 第 一 号 の 規 定 に よ る 届 出 が あ っ た と

き は 、 当 該 届 出 事 項 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。  

６ 口 座 名 義 人 は 、 そ の 氏 名 又 は 住 所 （ 法 人 に あ っ て は 、 名 称 、 代 表

者 の 氏 名 又 は 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 ） そ の 他 規 則 で 定 め る 事 項 に 変

更 が あ っ た と き は 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 そ の 旨 を 知 事 に 届

け 出 な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 第 五 条 の 九 第 一 項 第 一 号 の 規 定 に

よ る 届 出 が あ っ た と き は 、 当 該 届 出 事 項 に つ い て は 、 こ の 限 り で な

い 。  

第 五 条 の 二 十 一 の 二 か ら 第 五 条 の 二 十 三 の 二 ま で （ 現 行 の と お り ）  第 五 条 の 二 十 一 の 二 か ら 第 五 条 の 二 十 三 の 二 ま で （ 略 ）  

（ 削 減 量 口 座 簿 に 係 る 手 数 料 ）  （ 削 減 量 口 座 簿 に 係 る 手 数 料 ）  

第 五 条 の 二 十 三 の 三 （ 現 行 の と お り ）  第 五 条 の 二 十 三 の 三 （ 略 ）  

一 第 五 条 の 二 十 一 第 五 項 の 規 定 に よ る 一 般 管 理 口 座 の 開 設 の 申 請

を し よ う と す る 者 （ 指 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 者 そ の 他 規 則 で 定 め

る 者 を 除 く 。 ） 一 口 座 に つ き 一 万 三 千 四 百 円  

一 第 五 条 の 二 十 一 第 三 項 の 規 定 に よ る 一 般 管 理 口 座 の 開 設 の 申 請

を し よ う と す る 者 （ 指 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 者 そ の 他 規 則 で 定 め

る 者 を 除 く 。 ） 一 口 座 に つ き 一 万 三 千 四 百 円  

一 の 二 第 五 条 の 二 十 一 の 二 第 二 項 の 規 定 に よ る 一 般 管 理 口 座 の 更  



新 の 申 請 を し よ う と す る 者 一 口 座 に つ き 一 万 二 千 四 百 円  
二 （ 現 行 の と お り ）  二 （ 略 ）  

２ （ 現 行 の と お り ）  ２ （ 略 ）  

第 五 条 の 二 十 四 か ら 第 八 条 の 五 ま で （ 現 行 の と お り ）  第 五 条 の 二 十 四 か ら 第 八 条 の 五 ま で （ 略 ）  

（ 検 証 機 関 の 登 録 ）  （ 検 証 機 関 の 登 録 ）  

第 八 条 の 六 （ 現 行 の と お り ）  第 八 条 の 六 （ 略 ）  

２ 前 項 の 登 録 の 有 効 期 間 は 、 三 年 と す る 。 た だ し 、 知 事 が 別 に 定 め

る 基 準 に 適 合 す る こ と を 知 事 が 認 め た 者 の 更 新 の 登 録 の 有 効 期 間

は 、 五 年 と す る 。  

２ 前 項 の 登 録 の 有 効 期 間 は 、 三 年 と す る 。  

３ か ら ５ ま で （ 現 行 の と お り ）  ３ か ら ５ ま で （ 略 ）  

第 八 条 の 九 か ら 第 二 十 三 条 の 五 ま で （ 現 行 の と お り ）  第 八 条 の 九 か ら 第 二 十 三 条 の 五 ま で （ 略 ）  

（ マ ン シ ョ ン 環 境 性 能 表 示 及 び 省 エ ネ ル ギ ー 性 能 評 価 書 の 変 更 ）  （ マ ン シ ョ ン 環 境 性 能 表 示 及 び 省 エ ネ ル ギ ー 性 能 評 価 書 の 変 更 ）  

第 二 十 三 条 の 六 （ 現 行 の と お り ）  第 二 十 三 条 の 六 （ 略 ）  

２ 特 定 マ ン シ ョ ン 建 築 主 は 、 第 二 十 三 条 の 三 第 一 項 の 規 定 に よ り マ

ン シ ョ ン 環 境 性 能 表 示 を 表 示 し 、 又 は 表 示 さ せ た 後 、 第 二 十 一 条 第

一 号 又 は 第 二 号 に 掲 げ る 事 項 に 変 更 が 生 じ た と き は 、 速 や か に 、 規

則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 そ の 旨 を 知 事 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。 

２ 特 定 マ ン シ ョ ン 建 築 主 は 、 第 二 十 一 条 第 一 号 又 は 第 二 号 に 掲 げ る

事 項 に 変 更 が 生 じ た と き は 、 速 や か に 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、

そ の 旨 を 知 事 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

３ か ら ５ ま で （ 現 行 の と お り ）  ３ か ら ５ ま で （ 略 ）  

第 二 十 四 条 か ら 第 百 六 十 条 ま で （ 現 行 の と お り ）  第 二 十 四 条 か ら 第 百 六 十 条 ま で （ 略 ）  

第 百 六 十 条 の 二 第 五 条 の 二 十 一 第 五 項 の 規 定 に よ る 申 請 に 関 し 虚 偽

の 申 請 を し 、 又 は 同 条 第 八 項 の 規 定 に よ る 届 出 を せ ず 、 若 し く は 虚

偽 の 届 出 を し た 指 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 者 は 、 二 十 万 円 以 下 の 罰 金

第 百 六 十 条 の 二 第 五 条 の 二 十 一 第 三 項 の 規 定 に よ る 申 請 若 し く は 同

条 第 六 項 の 規 定 に よ る 届 出 を せ ず 、 又 は 虚 偽 の 申 請 若 し く は 届 出 を

し た 口 座 名 義 人 （ 指 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 者 に 限 る 。 ） は 、 二 十 万 円



に 処 す る 。  以 下 の 罰 金 に 処 す る 。  
第 百 六 十 一 条 か ら 第 百 六 十 五 条 ま で （ 現 行 の と お り ）  第 百 六 十 一 条 か ら 第 百 六 十 五 条 ま で （ 略 ）  

別 表 第 一 か ら 別 表 第 十 三 ま で （ 現 行 の と お り ）  別 表 第 一 か ら 別 表 第 十 三 ま で （ 略 ）  

 


